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１ 招集告示 

福島県後期高齢者医療広域連合告示第１６号 

 

    令和２年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

 

    令和２年６月２９日 

 

福島県後期高齢者医療広域連合長  木 幡  浩     

 

１ 日 時  令和２年７月３０日（木）午後２時 

２ 場 所  福島県福島市上町４番２５号 

キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ）３階 「あぶくま」 

       

２ 招集年月日 

  令和２年７月３０日 

 

３ 招集の場所 

キョウワグループ・テルサホール（福島テルサ）３階 「あぶくま」 

 

４ 会議の時刻 

  令和２年７月３０日 午後２時１５分開会、午後３時０４分閉会 

 

５ 応招議員 

５番 星     學 君   ６番 久保木 正 大 君    ８番 菅 野 典 雄 君 

９番 清 川 雅 史 君  １０番 菅 原 修 一 君   １２番 渡 辺 由紀雄 君 

１３番 片 平 秀 雄 君  １４番 鈴 木 久 一 君   １５番 割 貝 寿 一 君   

 

６ 不応招議員 

  １番 品 川 萬 里 君   ２番 清 水 敏 男 君   ３番 遠 藤 忠 一 君 

４番 須 田 博 行 君    ７番 澤 村 和 明 君   １１番 今 村   裕 君 

１６番 渡 邉 一 夫 君 

  

７ 出席議員 

   「５ 応招議員」に同じ。 

 

８ 欠席議員 

   「６ 不応招議員」に同じ。 
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９ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

   広域連合長   木 幡   浩 君   会計計管理者  髙 槻 文 彦 君 

事務局長    河 野 義 樹 君   事務局次長   長谷部   忍 君 

総務課長    神野藤 浩 和 君   業務課長    関 根   修 君 

 

１０ 議事日程 

日程第 １  諸般の報告 

日程第 ２  議席の指定 

日程第 ３  会議録署名議員の指名 

日程第 ４  会期の決定 

日程第 ５   承認第１号から第４号まで、認定第１号及び第２号、議案第１０号及び  

第１１号の提出 

日程第 ６  提案理由の説明 

日程第 ７  承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部 

を改正する条例（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病

手当金の支給）） 

日程第 ８   承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第２号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

会計補正予算（第１号）） 

日程第 ９   承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第３号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部

           を改正する条例（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険 

           者等に対する保険料の徴収猶予及び減免）） 

日程第１０   承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて 

（専決第４号 東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料

の減免に関する条例の一部を改正する条例） 

日程第１１  認定第 １号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出 

決算認定について 

日程第１２  認定第 ２号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

会計歳入歳出決算認定について 

日程第１３  議案第１０号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算 

（第１号） 

日程第１４  議案第１１号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別 

会計補正予算（第２号） 

 

１１ 本日の会議に付議した事件 

  「１０ 議事日程」に同じ。 
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１２ 会議の経過 

 

   （１）開会の宣告 

副議長（片平 秀雄君） ただいま、出席議員が定足数に達しておりますので、これより「令和

２年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会」を開会いたします。 

  ご報告いたします。 

  品川 萬里 君、清水 敏男 君、遠藤 忠一 君、須田 博行 君、澤村 和明 君、 

今村 裕 君、渡邉 一夫 君より欠席の届け出がありました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

（午後２時１５分） 

 

（２）諸般の報告 

副議長（片平 秀雄君） 日程第１「諸般の報告」を行います。 

  ２月定例会以後に議員の異動がありましたので報告いたします。 

令和２年３月３０日付けで、大繩 武夫 君が任期満了となりました。 

     これにより、令和２年３月２４日告示の補欠選挙が執行され、割貝 寿一 君が当選され

ました。令和２年３月３１日付で、古川 庄平 君が任期満了となり、これにより、同補欠

選挙で、鈴木 久一 君が当選されました。 

    令和２年７月１４日付けで、宮田 秀利 君が任期満了となりました。 

 これにより、令和２年６月３０日告示の補欠選挙が執行され、久保木 正大 君が当選されま

した。 

 

  （３）議席の指定 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第２「議席の指定」を行います。 

会議規則第４条第１項の規定により、今回補欠選挙において当選された 久保木 正大 

君の議席を６番、鈴木 久一君の議席を１４番、割貝 寿一 君の議席を１５番に指定しま

す。 

 

（４）会議録署名議員の指名 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第３「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員に８番 菅野 典雄 君、９番 清川 雅史 君を指名いたします。 

 

 （５）会期の決定 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第４「会期の決定」を議題といたします。 

今回、本定例会の会期は本日１日間とし、会期中の日程につきましては、お手元に配付し

ております議事日程のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定いたし 

ました。 
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 （６）承認第１号から第４号まで、認定第１号及び第２号、議案第１０号及び第１１号の提出 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第５「承認第１号から第４号まで、認定第１号及び 

第２号、議案第１０号及び第１１号」の提出を行います。 

ただいま、広域連合長から議案の提出がありました。 

議案は、先にお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 

  （７）提案理由の説明 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第６「提案理由の説明」を行います。 

  広域連合長より、提案理由の説明を求めます。広域連合長。 

 

広域連合長（木幡 浩君） 本日、ここに、令和２年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議  

会定例会を招集しましたところ、ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

提案理由に先立ちまして、後期高齢者医療制度に関し、広域連合長として制度運営に対する   

所信を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

高齢者を取り巻く環境は、ＩＣＴの進化に伴う社会の変革をはじめ、大規模災害や新型コロ

ナウイルス感染症等の予期せぬ事態に見舞われるなど、著しく変化しております。 

政府の全世代型社会保障検討会議では、人生１００年時代を迎える中、２０２２年から団塊

の世代が順次７５歳を迎えることにより、現役世代の負担が大きく上昇することが想定される

ため、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が公平に支える社会保障制度の構築を検

討しているところであります。 

そのような中、後期高齢者医療制度については、被保険者の増加や医療の高度化などに伴う

医療費の増加が見込まれており、持続可能な保険制度として安定した財政運営が求められてお

ります。国においては、被保険者に対し、負担能力等に応じた負担を求める観点から、保険料

軽減特例制度の見直しが段階的に実施されているところです。 

このような見直しは被保険者の負担に直接結びつくものであることから、本広域連合といた

しましては、被保険者をはじめとする県民の皆様に対して、丁寧な説明に努めてまいります。 

次に、医療費適正化の取り組みについて申し上げます。   

従来から実施しております医療機関からの請求内容の点検や、被保険者に対する医療費のお

知らせによる啓発に加え、交通事故等による第三者行為求償の強化やジェネリック医薬品の

使用促進、はり・きゅう、あんま・マッサージ療養費の受領委任制度導入等により、引き続

き医療費の適正化に努めて参ります。 

次に、健康の保持増進の取り組みについて申し上げます。 

今年度から始まった高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、２１の市町

村において取り組みが開始される予定となっております。 

一体的な実施は、高齢者の生活の質の維持及び向上に大きく貢献し、結果として医療費の

適正化に資するものであることから、構成市町村に早期受託をお願いするとともに、連携を強

化し支援を行ってまいります。 

今後も、高齢者の皆様が安心して医療を受けられるよう、健全な財政運営と医療保険制度
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の安定的な運営に努めてまいりますので、関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

次に、本定例会に提出いたしました案件について申し上げます。 

「承認第１号」は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金 

の支給に関し「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」について所要

の改正を行うため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたものであり、

同条第３項の規定により報告し承認を求めるものであります。 

「承認第２号」は、「令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第1号）」について、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷

病手当金を支給することとし、当該経費として特別調整交付金を収入することから、歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０００万円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入

歳出それぞれ２，４０８億９，９９８万９千円とするため、専決処分をし、承認を求めるも

のであります。 

「承認第３号」は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に 

対する保険料の徴収猶予及び減免に関し、「福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

に関する条例」について所要の改正を行うため、専決処分をし、承認を求めるものでありま

す。 

「承認第４号」は、東日本大震災に係る保険料の減免について、令和２年度分保険料の減

免の財政支援の基準が示されたため「東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者

医療保険料の減免に関する条例」について所要の改正を行うため、専決処分をし、承認を求

めるものであります。 

「認定第１号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算認定に 

ついて」は、地方自治法第２３３条第３項及び第５項の規定により、監査委員の審査に付し

た決算と決算付属書類を添え、監査委員の意見をつけて認定に付するものであります。 

「認定第２号 令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」は、前号同様に地方自治法の規定により、監査委員の意見をつけて認

定に付するものであります。 

「議案第１０号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算第１号」 

は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，０６９万５千円を増額し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ７億４，７７４万円とするものであります。 

「議案第１１号 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予 

算第２号」は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６９億６，０１４万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２，４７８億６，０１２万９千円とするものであ

ります。 

以上が提出議案等の概要となりますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお 

願い申し上げます。 

 

（８）承認第１号及び承認第２号の説明、採決 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第７「承認第１号 専決処分の承認を求めることについ

て 専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
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する条例（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給）」

及び日程第８「承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 専決第２号 令和２年

度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」は、関連が

ありますので一括議題にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） はじめに、承認第１号「専決処分の承認を求めること」につい

て、Ａ４横型の「議案説明資料」により説明いたします。１ページをお開きください。 

専決第１号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給）につ

きまして、条例改正の趣旨は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に 対して

傷病手当金を支給するため、所要の改正を行うものです。 

主な内容は、本定例会前の議会運営協議会で説明いたしましたとおり、国の財政支援の基

準に基づき、支給要件、支給額、支給期間等を定めるものです。 

急を要したことから、地方自治法の規定に基づき令和２年４月２７日付で専決処分をいたし

ましたので、これを報告し承認を求めるものです。 

条例の施行日は、公布の日である令和２年４月２７日です。 

２ページから３ページまでが新旧対照表です。 

承認第１号の説明は、以上です。 

次に、承認第２号「専決処分の承認を求めること」について説明いたします。４ページ 

をお開きください。 

専決第２号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

につきまして、補正予算の趣旨は、承認第１号で説明いたしました新型コロナウイルス 感

染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給にあたり、当該経費として、国からの

特別調整交付金を収納するものです。 

   補正の内容は、歳入及び歳出に、それぞれ２，０００万円を追加し、歳入予算及び歳出予

算の総額を、それぞれ ２，４０８億 ９，９９８万 ９千円としたものです。 

  ５ページの特別会計予算一覧表をお開きいただき、網掛の部分をご覧ください。 

歳入は、２款「国庫支出金」２項「国庫補助金」１目「調整交付金」に、特別調整交付

金を２，０００万円追加したものです。 

次に６ページの特別会計予算一覧表をお開きいただき、網掛の部分をご覧ください。 

歳出は２款「保険給付費」３項「その他医療給付費」２目「傷病手当金」に２，００  ０

万円を追加したものです。 

当該補正予算は、専決第１号と同様に急を要したことから、地方自治法の規定に基づき、

令和２年５月１１日付で専決処分をいたしましたので、これを報告し承認を求めるものです。 

承認第２号の説明は以上です。 
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承認第１号と合わせて、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

副議長（片平 秀雄君） それでは、承認第１号及び承認第２号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

   副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより採決を行います。お諮りいたします。    

承認第１号及び承認第２号は、これを原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、承認第１号及び承認第２号は、原案のとおり承認されました。 

 

（９）承認第３号の説明、採決 

  事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（河野 義樹君） 承認第３号 「専決処分の承認を求めること」について説明いたし    

ます。７ページをお開きください。 

専決第３号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして、条例改正の趣旨は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減

少した被保険者等にかかる保険料の徴収猶予及び減免をするため、所要の改正を行ったもので

す。 

主な内容は、議会運営協議会で説明いたしましたとおり、保険料の徴収猶予及び、国の財

政支援の基準に基づく減免について、対象となる保険料、対象者、期間、減免割合等を定めた

ものです。 

急を要したことから、地方自治法の規定に基づき令和２年５月２８日付で専決処分をいたし

ましたので、これを報告し承認を求めるものです。 

条例の施行日は、公布の日である令和２年５月２８日です。 

８ページから１０ページまでが新旧対照表です。 

承認第３号の説明は以上です。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

副議長（片平 秀雄君） それでは、承認第３号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

   副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第９「承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 

専決第３号 福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例（新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する保険料の徴収

猶予及び減免）」を議題といたします。 
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討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより採決を行います。お諮りいたします。 

承認第３号はこれを原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

   よって、承認第３号は、原案のとおり承認されました。 

 

（10）承認第４号の説明、採決 

 

事務局長（河野 義樹君） 承認第４号 「専決処分の承認を求めること」について説明いたし

ます。１１ページをお開きください。 

専決第４号 東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療 保険料の減免に関

する条例の一部を改正する条例につきまして、条例改正の趣旨は、東日本大震災による被災者

に対する保険料の減免について、国から「令和２年度分保険料の減免に係る補助金等の交付対

象基準」が、新たに示されたことから、所要の改正を行ったものです。 

主な内容は、保険料減免の適用期間を令和３年３月３１日まで、１年間延長することと、議

会運営協議会で説明いたしましたとおり、令和２年度上位所得層の保険料減免の取り扱いが一

部変更になることです。 

急を要したことから、地方自治法の規定に基づき令和２年６月２９日付で専決処分をいたし

ましたので、これを報告し承認を求めるものです。 

条例の施行日は、公布の日である令和２年６月２９日です。 

１２ページから２０ページまでが新旧対照表です。 

承認第４号の説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

副議長（片平 秀雄君） それでは、承認第４号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

   副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより採決を行います。お諮りいたします。 

承認第４号はこれを原案どおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第１０「承認第４号 専決処分の承認を求めることにつ

いて専決第４号  東日本大震災による被災者に対する福島県後期高齢者医療保険料の減免に

関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

  事務局より説明を求めます。事務局長。 
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  よって、承認第４号は、原案のとおり承認されました。 

 

（11）認定第１号及び認定第２号の説明、採決 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第１１「認定第１号 令和元年度福島県後期高齢者医療

広域連合一般会計歳入歳出決算認定について」及び日程第１２「認定第２号 令和元年度福島

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」は、関連があ

りますので一括議題にしたいと思います。 

一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

 

事務局長（河野 義樹君） はじめに認定第１号「令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合

一般会計歳入歳出決算認定」について、決算認定資料【別冊１】令和元年度福島県後期高齢者

医療広域連合各会計歳入歳出決算書により説明いたします。 

４ページをお開きください。歳入について、表の一番下の歳入合計の欄をご覧ください。 

予算現額 ８億９，９２３万２千円に対して、調定額、収入済額は ８億９，９１９万６２９

円で、予算現額に対して、４万１，３７１円の「減」となったものです。 

次に５ページをご覧ください。歳出について、表の一番下の歳出合計の欄をご覧下さい。 

  予算現額８億９，９２３万２千円に対して、支出済額は８億５，３１１万６，５１６円で、

不用額が、４，６１１万５，４８４円となったものです。 

歳入歳出差引残額４，６０７万４，１１３円については、翌年度へ繰り越すものです。 

次に６ページ、７ページの「一般会計の歳入歳出決算事項別明細書」をお開きください。   

歳入について、各款の収入済額で説明いたします。 

７ページの収入済額と備考欄をご覧ください。 

１款「分担金及び負担金」８億５，３００万円余は構成市町村からの負担金で、電算処理委

託費など制度運営に要する共通経費です。２款「財産収入」６８万円余は、借上げ公舎入居料

等です。３款「繰入金」はありませんでした。４款「繰越金」 ４，４７０万円余は、前年度

からの繰越金です。５款「諸収入」１６万円余は、歳計現金の預金利子等であります。 

次に、８ページ、９ページをお開きください。歳出について、各款の支出済額で説明いたし

ます。９ページの支出済額と備考欄をご覧ください。１款「議会費」６３万円余は、議会運営

に要した費用です。２款「総務費」 ７，７１０万円余は、事務局長、次長、及び総務課職員

の計７名分の派遣職員人件費負担金及び、事務局管理運営費等です。 

続いて１０ページ、１１ページをお開きください。 

表の中ほどの３款「民生費」７億７，５００万円余は、電算処理システム経費など事務            

費等の特別会計への繰出金、業務課職員１６名分の派遣職員人件費負担金です。 

４款「予備費」の支出はありませんでした。 

次に１２ページをお開きいただき「実質収支に関する調書」をご覧ください。 

一般会計の実質収支額は、４，６０７万４千円です。 
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続きまして、認定第２号「令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療特別会   

計歳入歳出決算認定」について説明いたします。 

１４ページをお開きください。歳入について、表の一番下の歳入合計の欄をご覧ください。  

予算現額２，４９０億９，１３８万９千円に対して、調定額が２，５５２億４，７１５万６，

１６１円、収入済額が２，５５２億１，７６４万９，１０７円です。収入未済額が２，９５０

万７，０５４円でありますが、これは保険給付費の不正・不当請求の返納金や加算金、被保険

者の負担割合の変更に伴う一部負担金差額に係る返還金、交通事故等の損害賠償金である第三

者納付金です。 

次に１５ページの歳出について、表の一番下の歳出合計の欄をご覧ください。 

予算現額２，４９０億９，１３８万９千円に対して、支出済額は２，４３４憶１，２８６万 

６，６１９円、不用額が５６億７，８５２万２，３８１円となったものです。 

歳入歳出差引残額は、欄外記載のとおり １１８億４７８万２，４８８円となり、翌年度へ繰   

り越すものです。 

次に１６ページ、１７ページの「特別会計歳入歳出決算事項別明細書」をお開きください。 

歳入について、各款の収入済額で説明いたします。 

１７ページの収入済額の欄と備考欄をご覧ください。 

１款「市町村支出金」は、３８９億１，０００万円余です。主な内訳は、被保険者が納付した  

保険料に係る市町村負担金、低所得者等の保険料軽減分の保険基盤安定負担金、療養給付費に係   

る市町村負担金、市町村の健康診査事業負担金などとなっています。 

２款「国庫支出金」は、８７０億９，８００万円余です。主な内訳は、療養給付費や高額医養 

費に係る国庫負担金、各都道府県の所得格差を是正するための普通調整交付金、災害など特別な

事情により算定される特別調整交付金、東日本大震災による原発事故や台風１９号で被災した被

保険者の保険料の減免及び一部負担金の免除に対する 災害臨時特例補助金、低所得者等の保険

料軽減に係る制度円滑運営臨時特例交付金などとなっています。 

３款「県支出金」は１９６億６００万円余です。主な内訳は、療養給付費及び高額医養費に係る   

県負担金となっております。 

次に、１８ページ、１９ページをお開きください。 

４款「支払基金交付金」９５９億４，３００万円余は、後期高齢者交付金で、現役世代からの支  

援金として、社会保険診療報酬支払基金から交付されたものです。 

５款「特別高額医療費共同事業交付金」５，５５０万円余は、特別高額医療費共同事業からの

交付金です。これは、１件が４００万円を超える高額な医療費が発生した際に、その費用を全国の

広域連合が共同で負担するもので、各広域連合からの拠出金を財源に国保中央会から交付されたも

のです。 

６款「繰入金」６億４，６５０万円余は、一般会計からの事務費等繰入金です。 

７款「繰越金」１２６億７，６００万円余は、国からの療養給付費負担金など各種負担金につい   

て、令和元年度分を精算するための償還分を含む繰越金です。 

８款「県財政安定化基金借入金」について、借り入れはありませんでした。 

９款「諸収入」２億８，０００万円余は、歳計現金の預金利子、交通事故等の損害賠償金である 

第三者納付金、診療報酬の過誤調整金の返納金などです。 
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次に、２０ページ、２１ページをお開きください。 

歳出について各款の支出済み額で説明いたします。 

２１ページの支出済額の欄と備考欄をご覧ください。 

１款「総務費」６億２，８７０万円余は、制度運営のための経費です。主なものとしては、電算   

処理システム等の運用管理などに係る電算処理費、被保険者証の定期更新などに係る資格管理費、

療養の給付などに係る給付管理費、レセプト点検審査委託料などに係る医療費適正化等推進事業費、

被保険者の健康づくりに係る特別対策事業などです。 

次に２２ページ、２３ページをお開きください。 

２款「保険給付費」２，３６５億３，７００万円余は、被保険者が診察等を受けた医療機関に支 

払う療養の給付費等で、歳出全体の約９７．２％を占めております。給付費の内訳は、備考に記載

のとおりです。 

次に２４ページ、２５ページをお開きください。 

３款「特別高額医療費共同事業拠出金」６，３３０万円余は、歳入で説明いたしました 高額な医

療費に備えるための全国の広域連合による共同事業への拠出金です。 

４款「保健事業費」７億３９０万円余は、市町村に委託して実施している健康診査事業や、適正服

薬指導などの健康増進事業費です。 

５款「公債費」の支出はありませんでした。  

６款「諸支出金」５４億７，９００万円余は、資格喪失などによる保険料の還付金や、療養給付費

等の額の確定に伴い、国などから定率で概算払いされていた療養給付費等負担金などの精算による償

還金等です。 

２６ページ、２７ページをお開き下さい。 

７款「予備費」の支出はありませんでした。 

次に２８ページをお開きいただき「実質収支に関する調書」をご覧ください。 

特別会計の実質収支額は１１８億４７８万２千円です。 

次に、２９ページの「財産に関する調書」をご覧ください。 

公有財産、物品、債権、基金はありません。 

続きまして３０ページ以降は、令和元年度の「主要な施策の成果等報告書」です。広域連合では、

保険者として保健事業や医療費の適正化事業を実施しておりますので、主な事業について説明いたし

ます。 

４１ページをお開きください。 

オ 医療費適正化等推進事業ですが、この事業は、適切な医療の確保を図るとともに、医療費の 

適正化、保険料収納対策等の保険者機能強化を目的とした事業です。 

主な実施内容の（イ）ジェネリック医薬品については、後発医薬品へ切り替えることで、自己負担額

が「１１０円以上」下がると見込まれる被保険者へ、その差額を知らせる通知を送付するとともに、

お薬手帳に貼るジェネリック医薬品希望シールを、新規加入の被保険者に送付し、医療費の適正化を

図ったものです。 

その成果としまして、令和２年３月分のジェネリック医薬品の利用率が７９．２％となり、前年

同時期と比較して３．９ポイントの「増」となりました。 

次に４２ページをお開きください。 
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（ウ）のレセプト二次点検につきましては、福島県国民保険団体連合会で行うレセプトの一次点検   

に加えて、請求内容をさらに詳細にチェックする ため、業務委託により二次点検を実施している 

ものです。 

成果としまして、表に記載のとおり、二次点検による再審査の申出により過誤請求であると認

められた金額は、令和２年１月末時点で３，５１４万円余となりました。   

続いて、カ 後期高齢者医療特別対策事業については、被保険者の健康づくりに資するための事

業です。 

長寿・健康増進事業実施市町村補助として、２３市町村が実施した、健康づくり教室や人間ドッ   

ク費用助成など２９の事業に対して費用を助成したものです。 

続きまして、４６ページをお開きください。 

４款 保健事業費については、被保険者の健康の保持増進及び生活習慣病の早期発見のため健

康診査事業と健康増進事業を実施したものです。 

ア 健康診査事業について、（ア）医科歯科検診は、市町村との委託契約により実施し、受診者    

数７３，５２２人、受診率２６．０８％となり、昨年の受診率を０．３７ポイント上回ったもので

す。 

（イ）歯科口腔健康診査については、口腔機能の低下による疾病及び介護状態への進行を 予防し、 

健康を保持するために県歯科医師会及び市町村に 委託して実施しており、受診者数２，４２８人、

受診率は１０．７７％となったところです。 

４７ページのイ健康増進事業をご覧ください。 

（ア）重症化予防指導については、健診結果に基づき対象者６１６名に対して、受診勧奨及びア

ンケート調査を実施した結果、９０人から「受診予定である」との回答がありました。また、前年

度受診勧奨をした方で、専門職による相談を希望した３９人のうち１４人に対して、保健師が延べ

２４回の訪問指導を行ったものです。 

次に（イ）重複・頻回受診者指導については、重複・頻回の基準に該当する対象者５６０人の

うち１６人に対して、保健師や看護師が訪問し、病気の状況等を確認しながら、適正な受診・服薬

の指導を行ったものです。 

次に（ウ）低栄養・過体重予防指導については、低栄養の基準に該当する４，３４３人に対し

て健康調査を行い、栄養相談を希望した４０人に対して 管理栄養士による訪問指導を実施したも

のです。 

次に（エ）適正服薬相談については新規事業として実施したもので、複数の医療機関を受診し、

１０種類以上の内服薬の投与が３か月以上継続している被保険者に服薬情報のお知らせを送り、対

象者１０，０００人のうち３，８８１人が薬剤師に相談しました。 

認定第２号についての説明は以上です。 

  なお、本決算につきましては、監査委員による決算審査が行われ、決算認定資料【別冊２】の

とおり審査意見書が提出されておりますので、地方自治法の規定により、合わせてご報告いたしま

す。 

それでは、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 
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副議長（片平 秀雄君） 次に、監査委員から決算審査の意見を求めます。 

監査委員、天野次宣君 

監査委員（天野 次宣君） 私から令和元年度の決算の審査結果について、ご報告申し上げま  

す。 

お手元の決算認定資料【別冊２】 審査意見書１ページをご参照いただきたいと存じます。 

去る令和２年６月２５日、令和元年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきまして審

査をいたしました。 

その結果、審査に付されました一般会計及び特別会計に係る歳入歳出決算書、決算事項別

明細書及び実質収支に関する調書、財産に関する調書等は、関係法令に準拠して作成されて

いるものと認められました。 

また、決算の計数に関しましても関係帳簿及び証拠書類と照合しましたところ、正確であ

ると認められました。 

最後に決算の概要につきましては、審査意見書にもまとめておりますとおり、適正かつ効

率的に予算が執行され、健全な財政運営であると判断いたしております。 

以上、決算審査の意見としてご報告申し上げます。 

   副議長（片平 秀雄君） ただいまの監査委員の意見をふまえ、認定第１号及び、認定第２号の

質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

   副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより採決を行います。お諮りいたします。  

認定第１号及び、認定第２号はこれを原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定案第１号及び認定第２号は、原案のとおり認定されました。 

 

（12）議案第１０号及び議案第１１号の説明、採決 

副議長（片平 秀雄君） 次に、日程第１３「議案第１０号 令和２年度福島県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第１号）」、及び日程第１４「議案第１１号 令和２年度福島

県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」は、関連があります

ので一括議題にしたいと思います。 

     一括議題とすることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認め、一括議題といたします。 

事務局より説明を求めます。事務局長。 

事務局長（河野 義樹君） 令和２年度福島県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）について、議案書により説明いたします。 
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議案書の２１ページをお開きください。 

補正の内容ですが、令和元年度決算の認定により繰越金が確定したことから、歳入歳出予

算の総額に、それぞれ ２，０６９万５千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ ７億４，

７７４万円とするものです。 

議案書の２３ページから２５ページまでが、一般会計補正予算の事項別明細書です。 

２４ページ、２５ページをお開き下さい。 

まず、上段の表、歳入でありますが、４款「繰越金」１項「繰越金」１目「繰越金」に  

２，０６９万５千円を追加するものであります。 

  これは、令和２年度への繰越金 ４，６０７万４千円が確定したことから、令和２年度当初

予算で計上していた繰越金 ２，５３７万９千円との差額２，０６９万５千円を追加するもの

であります。 

次に歳出ですが、４款「予備費」１項「予備費」１目「予備費」に繰越金で追加したのと

同額 ２，０６９万５千円を追加するものです。 

議案第１０号の説明は以上です。 

続きまして議案第１１号「令和元年度福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別    

会計補正予算(第２号)」について説明いたします。 

２７ページをお開きください。   

補正の内容ですが、令和元年度決算の認定により、繰越金が確定したことから、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ６９億６，０１４万円を追加し、予算総額を歳入歳出共に２，４７８億

６，０１２万９千円とするものです。 

議案書の２９ページから３１ページまでが、特別会計補正予算の事項別 明細書です。で

は、３０ページをご覧ください。 

まず、上段の表、歳入ですが、７款「繰越金」１項「繰越金」１目「繰越金」に６９億  

６，０１４万円を追加するものです。 

これは、令和２年度への繰越金１１８億４７８万２千円が確定したことから、今年度の

当初予算で計上していた繰越金４８億４，４６４万２千円との差額を追加するものです。 

次に歳出ですが、６款「諸支出金」１項「償還金及び還付加算金」２目「償還金」に 

４４億８，７６３万１千円を追加し、また、７款「予備費」１項「予備費」１目「予備費」

に、 ２４億７，２５０万９千円を追加するものです。 

議案第１１号の説明は以上です。 

議案第１０号と合わせて、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

副議長（片平 秀雄君） それでは、議案第１０号及び議案第１１号の質疑を行います。 

質疑をなさる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

   副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより、討論に入ります。 

討論をされる方はございますか。 

（「なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ないようですので、これより採決を行います。お諮りいたします。 
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議案第１０号及び議案第１１号は、これを原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

副議長（片平 秀雄君） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第１０号及び議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

（13）閉会及び閉議の宣告 

副議長（片平 秀雄君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

  以上で、会議を閉じ、令和２年第２回福島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会

いたします。 

（午後３時０４分） 

 

 

 


